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見守りポイント 対 処 方 法

ネット通販「お試し」の注文は慎重に！の巻
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が…

※通信販売はクーリング・オフが

できません。

◎最近では、２回目に何か月分もの商品が一度に

届き、支払額が高額になる、解約するにも

２回目の料金を支払わなければならないなど、

厳しい条件のところもあります。

◎ネット通販で健康食品や化粧品の、無料や

格安のお試し商品だけを注文したつもりが、

定期購入だった、という相談が、依然、多く

寄せられています。 ◆通信販売で返品や解約をする場合は、

広告に記載されている条件に従うことに

なります。

お得な情報だけではなく、他の条件や規約を

よく確認した上で、注文するようにしましょう。
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